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まちかど情報局
Street  corner  Intelligence  Agency

　
船
津
地
区
の
渡
辺
き
く
さ
ん
が
、
11
月
15
日
に
百
歳

の
誕
生
日
を
迎
え

ま
し
た
。

　
き
く
さ
ん
は
話

し
を
す
る
の
が
不

自
由
に
な
っ
た
と

の
こ
と
で
す
が
元

気
で
す
。
ま
た
、

少
し
前
ま
で
は
食

べ
る
こ
と
も
大
好

き
で
、
色
々
と
楽

し
ん
で
食
べ
て
い

ま
し
た
。

　
今
は
お
風
呂
が

と
て
も
好
き
で
、
風
呂
に
入
っ
て
い
る
時
は
す
ご
く
い
い

顔
を
す
る
そ
う
で
す
。

　
ご
長
寿
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
平
成
23
年
度
の
内
閣
府
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
推

進
功
労
賞
と
し
て
当
町
の
株
式
会
社
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ

ル
が
選
定
さ
れ
、
12
月
９
日
に
内
閣
府
官
邸
で
授
賞
式

が
行
わ
れ
同
ホ
テ
ル
常
務
取
締
役
の
井
出
泰
済
ご
夫
妻

が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　
内
閣
府
で
は
高
齢
者
や
障
害
者
そ
し
て
妊
婦
や
子
ど

も
連
れ
の
人
を
含
む
す
べ
て
の
人
が
安
全
で
快
適
な
社

会
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

・
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
推
進
に
顕
著
な
功
績
や

功
労
の
あ
っ
た
個
人
や
団
体
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。
今

年
は
全
国
の
応
募
の
中
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
表
彰
が
１

件
、
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル
が
受
賞
し
た
内
閣
府
特
命
担

当
大
臣
表
彰
優
良
賞
は
５
件
、
同
奨
励
賞
が
１
件
選
ば

れ
ま
し
た
。
山
梨
県
内
で
の
表
彰
は
初
め
て
で
す
。

　
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル
の
具
体
的
な
取
り
組
み
は
平
成

10
年
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
ル
ー
ム
を
設
け
て
以
降
続
け
ら

れ
て
い
ま
す
。「
人
に
や
さ
し
い
ホ
テ
ル
」
を
目
指
し
、
車

イ
ス
の
人
に
も
使
い
や
す
い
工
夫
を
こ
ら
し
た
客
室
の

増
設
、
バ
リ
ア
フ

リ
ー
対
応
し
た
専

用
貸
切
風
呂
の
開

設
、
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
デ
ザ
イ
ン
備
品

の
無
料
貸
出
を
拡

大
・
充
実
さ
せ
る

と
共
に
食
の
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
化
に
も

取
り
組
み
、
宿
泊

者
に
は
食
事
を
障

害
の
状
況
に
応
じ

て
一
人
ひ
と
り
個

別
に
対
応
す
る
と

い
う
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
ホ
テ
ル
」の
実
現
に
向

け
全
社
を
挙
げ
て
真
摯
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
評

価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
栄
誉
あ
る
表
彰
、
誠
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
扇
巳
流
舞
踊
会
様
並
び
に
富
士
北
麓
文
化

交
流
実
行
委
員
会
様
（
「
日
韓
芸
術
文
化
交
流
の
夕

べ
」の
収
益
金
の
一
部
）
よ
り
、
先
の
東
日
本
大
震
災
に

よ
り
本
町
に
避
難
さ
れ
て
い
る
皆
様
方
に
対
し
、
義
援

金
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
義
援
金
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
町
に
避
難
さ
れ

て
い
る
ご
家
庭
に
お
渡
し
し
、
一
日
も
早
く
元
ど
お
り

の
生
活
が
で
き
る
よ
う
支
援
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
12
月
14
日
に
町
の
職
員
と
富
士
河
口
湖
町
建
設
安
全

協
議
会
の
役
員
９
名
に
よ
る
、
年
末
安
全
パ
ト
ロ
ー
ル

が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
比
較
的
暖
か
い
気
候
で
し
た
が
、
日
中
で

も
氷
点
下
と
い

う
厳
し
い
季
節

を
迎
え
る
に
あ
た

り
、
工
事
現
場
の

安
全
状
況
を
点

検
し
ま
し
た
。

　
町
か
ら
は
労

働
災
害
事
故
を

絶
対
起
こ
さ
な

い
と
い
う
強
い
決

意
を
持
っ
て
工

事
に
あ
た
り
、
明

る
い
年
末
年
始

を
迎
え
て
く
だ

さ
い
と
伝
え
ま
し
た
。

　
建
設
安
全
協
議
会
は
、
独
自
の
パ
ト
ロ
ー
ル
を
年
数

回
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
町
と
の
合
同
パ

ト
ロ
ー
ル
の
機
会
を
増
や
し
、
い
っ
そ
う
の
事
故
防
止

に
努
め
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

渡
辺
き
く
さ
ん

　
　

百
歳
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

内
閣
府
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

　

推
進
功
労
賞
受
賞
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル

町
と
建
設
安
全
協
議
会
の
合
同
年
末

　

安
全
パ
ト
ロ
ー
ル
が
実
施
さ
れ
ま
し
た

避
難
者
に
対
す
る
義
援
金
に
つ
い
て
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日
本
国
内
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は

す
べ
て
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
学

生
の
方
々
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
学
生
納
付
特
例
の
申
請
手
続
き
を
し
な
か
っ
た
り
、
保

険
料
を
納
め
忘
れ
た
り
す
る
と
、
在
学
中
に
事
故
や
病
気

で
障
害
が
残
っ
て
も
障
害
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
将
来
受
け
る
老
齢
基
礎
年
金
も
減
額
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。

※

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、「
学
生
納
付
特
例
制

　
度
・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
・
保
険
料
免
除
制
度
」
が

　
あ
り
、
申
請
を
行
い
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
が
猶
予
や

　
免
除
さ
れ
ま
す
。

●
問
合
先
　
大
月
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
TEL
０
５
５
４‐

２
２‐

３
８
１
１

　
住
民
課
（
国
民
年
金
係
）
TEL
７
２‐

１
１
１
４

　
平
成
24
年
４
月
に
小
中
学
校
へ
入
進
学
す
る
児
童
が
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
し
て
「
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校

入
進
学
支
度
金
」
を
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
】

　
平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
要
件
を
す

べ
て
満
た
す
方
に
支
給
い
た
し
ま
す
。

１
　
富
士
河
口
湖
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

２
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
で
あ
っ
て
、
入
進
学
児

　
　
童
を
監
護
し
て
い
る
方
、
又
は
養
育
者
で
あ
っ
て
、

　
　
入
進
学
児
童
で
あ
る
父
母
の
な
い
児
童
を
養
育
し
て

　
　
い
る
方

３
　
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
保
護
を
受
け
て
い
な
い
方

【
所
得
制
限
】

　
右
記
、
支
給
対
象
者
の
方
で
も
、
所
得
制
限
に
か
か
る

方
は
該
当
と
な
り
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

１
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
又
は
母
も
し
く
は
養
育
者
が
、

　
　
前
々
年
に
お
い
て
所
得
税
法
そ
の
他
所
得
税
に
関
す

　
　
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
所
得
税
の
納
付
義
務
を
有
す

　
　
る
と
き

２
　
ひ
と
り
親
等
の
配
偶
者
又
は
扶
養
義
務
者
で
、
当
該

　
　
ひ
と
り
親
等
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
の
前
々
年

　
　
の
所
得
が
基
準
額
以
上
で
あ
る
と
き

【
支
給
額
】

　
入
進
学
児
童
一
人
に
つ
き
、
一
万
円
支
給
い
た
し
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

　
次
の
書
類
を
町
役
場
福
祉
推
進
課
・
児
童
福
祉
係
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
ひ
と
り
親
家
庭
小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
支
給
申
請
書

２
　
申
請
者
と
児
童
の
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

３
　
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

４
　
ひ
と
り
親
等
の
課
税
証
明
書

５
　
ひ
と
り
親
等
の
配
偶
者
又
は
、
扶
養
義
務
者
の
課
税

　
　
証
明
書

＊
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
者
証
（
水
色
）
を
お
持

　
ち
の
方
は
、
２
〜
５
の
書
類
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

　
ま
す
の
で
、
申
請
者
及
び
対
象
児
童
の
受
給
者
証
を
必

　
ず
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
期
日
】

　
１
月
31
日
（
土
日
、
祝
日
は
除
く
）
ま
で

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

※

平
成
24
年
１
月
１
日
以
降
支
給
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、

　　も
し
く
は
１
月
31
日
ま
で
に
申
請
が
で
き
な
か
っ
た
場

　
合
は
、
平
成
24
年
３
月
30
日
ま
で
受
け
付
け
ま
す
。

●
問
合
先
　
福
祉
推
進
課
児
童
福
祉
係

　
　
　
　
　
　
　
TEL
７
２‐

６
０
２
８

　
　
　
　
　
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
　
TEL
２
４‐

９
０
４
２

　
農
地
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
相
続
な
ど
に
よ
り
農
地

を
取
得
し
た
場
合
に
は
、
概
ね
10
ヶ
月
以
内
に
農
業
委
員

会
へ
の
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
（
農
地
法
第
３
条

の
３
第
１
項
）

　
届
出
を
し
な
か
っ
た
り
虚
偽
の
届
出
を
し
た
場
合
、
10

万
円
以
下
の
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

（
農
地
法
第
69
条
）
　
詳
し
く
は
農
業
委
員
会
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
合
先
　
農
業
委
員
会
　
TEL
７
２‐

１
１
１
５

■
農
業
者
の
方
な
ら
ど
な
た
で
も
加
入
で
き
ま
す

　
国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
年
間
60
日
以
上
農
業

に
従
事
す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
は
誰
で
も
加
入
で

き
ま
す
。

■
終
身
年
金
で
80
歳
ま
で
の
保
証
付
き

　
年
金
は
生
涯
支
給
さ
れ
ま
す
。
仮
に
加
入
者
・
受
給
者

が
80
歳
前
に
亡
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
死
亡
し
た
翌
月
か

ら
80
歳
ま
で
に
受
け
取
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
農
業
者
老
齢

年
金
の
現
在
価
値
に
相
当
す
る
額
が
、
死
亡
一
時
金
と
し

て
遺
族
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
保
険
料
の
額
は
自
由
に
決
め
ら
れ
ま
す

　
自
分
が
必
要
と
す
る
年
金
額
の
目
標
に
向
け
て
、
保
険

料
は
月
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
の
範
囲
内
で
、
千
円
単

位
で
自
由
に
選
ぶ
こ
と
が
可
能
で
す
。

■
支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

　
に
な
り
ま
す

　
支
払
っ
た
保
険
料
は
、全
額
（
最
高
年
額
80
万
４
千
円
）
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所
得
税
・
住
民
税
の
節

税
に
な
り
ま
す
。

■
保
険
料
の
補
助
を
受
け
ら
れ
る
人
も
い
ま
す

　
認
定
農
業
者
等
一
定
の
要
件
を
備
え
た
意
欲
の
あ
る
担

い
手
に
は
、
保
険
料
（
月
２
万
円
）
の
２
割
、
３
割
、
５
割

町
か
ら
の
お
知
ら
せ

新
成
人
の
皆
さ
ん
、忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の

　
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

新
成
人
の
皆
さ
ん
、忘
れ
ず
に
国
民
年
金
の

　
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

農
地
の
相
続
等
の
届
出
を
し
ま
し
た
か

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

ひ
と
り
親
家
庭

　
小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
支
給
に
つ
い
て

農
地
の
相
続
等
の
届
出
を
し
ま
し
た
か

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う

ひ
と
り
親
家
庭

　
小
中
学
校
入
進
学
支
度
金
支
給
に
つ
い
て
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の
国
庫
助
成
が
あ
り
ま
す
。

●
問
合
先
　

　
北
富
士
農
業
共
同
組
合
　
　
　 

　
TEL
７
２‐

１
４
３
９

　　ク
レ
イ
ン
農
業
共
同
組
合
豊
茂
支
店 

TEL
８
９‐

２
０
１
１

　
富
士
河
口
湖
町
農
業
委
員
会    

　
TEL
７
２‐

１
１
１
５

町税等の口座振替推進キャンペーンについて
　対象期間中、新規に口座振替を登録された方に記念品(５００円分のクオカード)を差し上げます。この機会
に是非、便利な口座振替の登録をお願いいたします。

口座振替のメリット

下記の対象金融機関窓口に口座振替依頼書を提出してください。

口座振替依頼書は町役場、または近隣の金融機関窓口にあります。

　　●登録の際に必要なもの・・・通帳印、口座情報がわかるもの（通帳など）

登録方法

対象期間 平成２４年１月４日～８月３１日まで

対象科目 ○町県民税　○固定資産税　○軽自動車税　○国民健康保険税　○介護保険料　

○後期高齢者医療保険料

対象金融機関 ○山梨中央銀行　　○山梨信用金庫　　○都留信用組合　　○山梨県民信用組合　　　　　

○北富士農業協同組合　　○クレイン農業協同組合　　○西八代郡農業協同組合　　　　　

○中央労働金庫　富士吉田支店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○富士河口湖町内の郵便局

※記念品(クオカード)につきましては、翌月の中旬に発送いたしますのでご了承ください。

※記念品(クオカード)の発送はおひとり様１回限りとさせていただきます。

口座振替とは・・・町税等をお客様のご指定の預金口座から引き落とすことによりお支払いいただく制度です。

①税金が自動的に支払われるため、わざわざ金融機関等に出向いて支払う必要がなくなります。
②税金のお支払いを通帳で確認できるので、家計の管理も簡単になります。
③お支払忘れを防止できます。これにより忙しいときや、お仕事等で納付に行くのが難しい方も安心です。

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士河口湖町役場　税務課　収納係　TEL 0555-72-1113

～ 納税相談の実施について ～～ 納税相談の実施について ～
　現在、「税金を滞納している方」「生活困難や事業不振などにより今後の納税に

不安を感じるという方」は、早めに一度納税相談を受けてください。

月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）の毎日 

午前８時３０分から正午まで
午後１時００分から午後５時１５分まで

富士河口湖町役場　税務課　徴収係　
電話０５５５－７２－１１１３（直通）

事前のお申し込みは、不要です。直接、税務課窓口までお越しください。

相 談 日

相談時間

相談場所
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申告期間＝２月１６日(木)～３月１５日(木)

　１）所得税の確定申告をした方（青色、白色専従者を除く）
　２）収入が給与または公的年金のみの人で、支払者から支払報告書が町に提出されている人で他の収入の無い方

税務課　住民税係　TEL０５５５－７２－１１１３（税務課直通）申告についての問合せ先

申 告 準 備 は 、お 早 め に！

★町・県民税の申告が必要な方は

★町・県民税の申告をしなくてもよい方は

★所得税の確定申告が必要な方は

★申告するときに必要となるもの

　平成23年分所得税、町民税・県民税の申告受付が2月16日(木)から始まります。
　個人の町民税・県民税は、提出された申告書をもとに税額が計算され、納税者の皆さんに通知
した後、納税していただく仕組みになっています。
　今年の申告期限は、３月１５日（木）です。忘れずに正しい申告をしましょう。

今年の１月１日現在、富士河口湖町内に住所がある方はすべて該当します。

１．給与所得者の場合
　通常は、事業所から給与支払報告書の提出があり、申告の必要はありませんが、次のいずれかに該当する方は申
告してください。
　１）給与所得以外に副収入（地代、家賃、報酬等）があった方
　２）外注加工賃の支払いを受けた方
　３）一定のところに勤務していない方、又は日雇いやアルバイトなどにより勤務先から役場に給与支払報告書の
　　 提出がない方
　４）雑損失、寄付金、医療費控除の適用を受けようとする方

２．給与所得者以外の方
　１）昨年中に営業、農業、不動産、配当、報酬などの給与や年金以外の収入があった方
　２）年金収入がある方で、社会保険料控除や配偶者特別控除など各種控除を受けようとする方
　３）専従者控除の適用を受けようとする方
　４）純損失、雑損失の適用を受けようとする方
　５）所得証明書・非課税証明書等の発行を受けたい方や国民健康保険税の軽減措置、国民年金の納付猶予な
　　 どの手続きをなさる方で役場に収入の資料の無い方

○住民税の申告は国民健康保険税の算定や後期高齢者医療保険料の算定及び負担区分の判定等、さらに福祉施   
　策などの大切な課税資料となりますので、所得がなかった方も必ず申告してください。

　１）給与収入等の金額が、２,０００万円を超える方
　２）２ヶ所以上からの給与の支払いを受け、年末調整を受けていない方
　３）年の途中で退職した後、就職しなかった方で年末調整を受けていない方
　４）給与所得者で、給与所得以外の副収入の金額が２０万円を超える方
　５）同族会社の役員や親族などで、その会社からの給与の他に、利子、賃借料などの支払いを受けている方
　６）給与等の源泉徴収につき災害減免法により徴収猶予や還付を受けた方
　７）家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に源泉徴収されないこととなっている方
　８）公的年金等の雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方（公的年金等の収入金額が４００
　　 万円以下で公的年金の所得金額以外の所得金額が２０万円以下の方を除く）
　９）不動産を売却した方
　10）退職金の支払いを受ける際、『退職所得の受給に関する申告書』を提出しなかったため、20％の税率で源
　　 泉徴収された方で、源泉徴収税額が正規の税額を超えている方
　11）医療費控除、住宅借入金等特別控除等の適用を受けようとする方

　１）前年に所得税の確定申告をされた方は控えを持参してください
　２）印鑑
　３）事業所得者・不動産所得者は、平成２３年中の収入・経費のわかる書類、帳簿等
　　（収支内訳書等は必ず記入しておいてください。）
　４）給与・年金所得者は源泉徴収票
　５）社会保険料（国保・年金・介護保険料等）の支払額の分かるもの
　６）国民年金保険料控除証明書又は領収書
　７）生命保険料、地震保険料などの支払証明書、医療費等の領収書
　　  おむつ代の医療費控除を初めて受けられる方は医師が発行するおむつ使用証明書が必要
　　（医療費控除を受けられる方は、領収書を医療機関・個人ごとに集計し、保険金など補てんされる金額を
　　　確認しておいてください。）
　８）大学生、障害者の方は、内容がわかる書類（学生証、身体・精神障害者手帳等）
　９）還付申告の方は、申告者本人名義の金融機関口座の分かるもの（通帳等）
＊申告会場にはコピー機がありませんので、必要な書類は必ずコピーしておいてください。
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平成24年度申告受付相談日程表
受付時間　午前9:00～11:30（上九一色出張所は9:30～）　午後1:00～4:00

3月7日（水）と3月14日（水）のみ午後の受付を7:00まで延長（地区の指定はありません）

２月１６日（木）

２月１７日（金）（受付は午前９：３０～午後４：００）

２月２０日（月）

２月２１日（火）

２月２２日（水）

２月２３日（木）

２月２４日（金）

２月２７日（月）

２月２８日（火）

２月２９日（水）

３月  １日（木）

３月  ２日（金）

３月  ５日（月）

３月  ６日（火）

３月  ７日（水）（午後の受付を７:００まで延長）

３月  ８日（木）

３月  ９日（金）

３月１２日（月）

３月１３日（火）

３月１４日（水）（午後の受付を７:００まで延長）

３月１５日（木）

足和田地区

上九一色地区

河口地区

大石地区

指定日に申告できない方

指定日に申告できない方

足和田出張所
上九一色出張所
河口出張所
大石出張所

富士河口湖
町役場

コンベンションホール

勝山地区

小立地区

船津・浅川地区

＊３月７日（水）の午後４～７時については、

   地区の指定はありません

指定日に申告できない方

会　　　場 受　付　日 対　象　地　区

○申告期間中は大変混み合い、長い時間お待ちいただく場合があります。皆様の待ち時間を少しでも減らすため、領収書を集計しておくなど
　の準備をお願いします。
○３月１５日は大変混雑し、確定申告の相談受付ができない場合がございます。町で確定申告の相談を受ける方は３月１４日までにお済ま
　せください。
○申告期間中、税務課窓口では全ての記入が済んでいる申告書の提出のみ収受いたします。申告資料等も各会場にありますので、相談等が
　ある方は各会場にお越し下さい。
＊青色申告者の方については、必ず青色申告決算書を作成したうえでご来場ください。
＊土地や建物等の不動産をお売りになった方は譲渡所得についての確定申告が必要です。不動産や株式等譲渡所得がある方や所得計算等
　が複雑な方は、お早めに直接大月税務署へご相談ください。

開催日：平成２４年２月２３日(木)　  
時　間：午前１０時～午後４時(正午～午後１時除く) 
　　　 　　  （受付時間は午前、午後とも終了時間３０分前まで）
場　所：東京地方税理士会大月支部事務局
      　　  （富士吉田市下吉田2-15-29 ダイケンビル2階）
＊譲渡・相続・贈与等の相談も受け付けます。

開催日：平成２４年２月２３日(木)　  
時    間：午前１０時～午後４時（受付時間は、終了時間３０分前まで）　　
場　所：富士吉田市民会館
対象者：公的年金等受給者で所得税確定申告書を提出する方
　　　　　　  年金受給者及び給与所得者で医療費控除の還付申告書を提出する方
＊土地、建物及び株式などの譲渡所得のある方は、ご遠慮下さい。

税理士による年金受給者及び給与所得者に対する
無料相談のお知らせ

税理士記念日無料税務相談のお知らせ

確定申告の相談会等のお知らせ

【問い合わせ先】東京地方税理士会大月支部事務局　℡０５５５－２２－８４８１

【問い合わせ先】大月税務署　℡０５５４－２２－３１５１

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

いずれの日も土地、建物及び株式などの譲渡所得のある方や所得金額が高額な方又は収入金額が多額な方、相談内容が複雑な方は、ご遠慮下さい。

●確定申告書作成相談会
　　（申告書作成のためのアドバイスと申告書の受付を行います。）

開催日：平成２４年２月３日(金)
時　間：午前１０時～午後４時　　(正午～午後１時除く)
場　所：富士河口湖町中央公民館　　

●税理士会が行う無料申告相談
　　（小規模納税者の方の所得税及び消費税、年金受給者及び給与
　　　所得者の方の所得税の申告が対象）

開催日：平成２４年２月１０日(金)
時　間：午前１０時～午後３時(正午～午後１時除く)
　　　　　　（受付時間は午前、午後とも終了時間３０分前まで）
場　所：富士河口湖町中央公民館
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申告書はご自分で作成し提出はお早めに
所　　得　　税
贈　　与　　税
個人事業者の
消費税及び地方消費税

個人事業者の
消費税及び地方消費税

3月15日(木)
3月15日(木)

4月   2日(月)

平成 2 3 年分の
申告書の提出及び
納 税 の 期 限 は

までです。

所　　得　　税 4月20日(金)

4月25日(水)
口座振替をご利用
の場合の振替日は です。

◎国税庁ホームページでは、確定申告に必要な各種情報等を提供しています。
〇国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で入力した申告書データ(贈与税は除く)

　に電子証明書を添付して、そのまま送信（提出）することができるe-Tax（イータックス）がありま

　す。e-Taxをご利用いただくためには、所定の手続が必要ですので国税庁ホームページをご覧く

　ださい。

〇また、「確定申告書等作成コーナー」で入力し、プリントアウト（白黒でも可）した確定申告書等は、

　そのまま税務署に提出することもできます。

〇なお、国税庁ホームページでは、確定申告書のほかにも税務に関する主な行政手続についての申

　請・届出書様式を提供していますので、是非ご利用ください。

確定申告に関する情報は、国税庁ホームページで。【www.nta.go.jp】

納税には、口座振替をご利用ください。
○所得税、消費税及び地方消費税の納税には、安全で便利な口座振替をお勧めします。

○口座振替のご利用を希望される場合は、「口座振替依頼書」を、上記の「申告書の提出及び納税の
　期限」までに税務署に提出（郵送）をお願いします。
○「口座振替依頼書」は、税務署及び金融機関にご用意しております。また、「確定申告書の手引き」　

　　にも様式が掲載されておりますので、切り離してご利用ください。なお、国税庁ホームページから

　もダウンロードすることができます。

○納付書により納税される場合は、上記の納税の期限までに、最寄りの金融機関の窓口での納税

　をお願いします。

○期限内に納税するため、早期から計画的に納税資金の準備をお願いします。

・譲渡所得の申告について
　平成２３年中に土地や建物等の不動産をお売りになった方、ゴルフ会員権や株式等の資産を

お売りになった方は、譲渡所得等について所得税の確定申告が必要です。

・贈与税の申告について　
　個人から財産をもらったときは贈与税の課税対象となります。

　贈与税の課税方法は、「暦年課税」と「相続時精算課税」の２つのケースがあり、一定の要件

に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

所得税等に関する問い合わせ先　　大月税務署　℡０５５４－２２－３１５１

ご相談はお早めに税務署まで
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町の税金についてのお問合せは、富士河口湖町役場 税務課（TEL 72-1113）へ

もうすぐ確定申告★２月１５日から開始 町への納税は口座振替が便利でオススメ

わかる！わかる！　　  
私たちの町を支える 税金の話税金の話 償却資産

申告直前

　償却資産の申告は、もうお済みでしょうか？事業用の資産を町に申告する必要の

ある償却資産申告ですが、機械や装置、備品と共に、駐車場のアスファルト舗装工

事や庭や玄関の植栽工事、土地の境界の擁壁やフェンス設置工事も、償却資産の

申告の対象となります。また、リース資産も、リース契約期間満了後に、その資産を

取得する契約になっているリース資産については、申告の必要があります（リース契

約期間満了後に、リース会社に返却する資産は、リース会社が町に申告する資産で

すので、申告の必要はありません）。もうすぐ申告の締め切りが来ます。お早めにお

願いします。

忘れていませんか!?　舗装工事と植栽工事　～償却資産の申告～  

税に関する証明事務　～ますます便利に～ 建物の取り壊し　～家屋滅失届出書～
　富士河口湖町で

は、平成２４年１月

から税に関する各

種証明書を、大石

出張所・河口出張

所・大嵐出張所・

精進出張所におい

ても取扱いを開始

いたします。これ

までに引き続き、本庁舎・勝山出張所・足和田出張所・

上九一色出張所でも、税に関する各種証明書を取り扱

っています。ますます便利になりました。ぜひご利用く

ださい。

　建物には、毎年、固定資産税が課税されます。建物

の固定資産税は、建っている限り０円にはなりません。

どれほど老朽化した建物でも、最低で、新築時の評価

額の２０％が評価として残ります。

　もし建物を取り壊しましたら、税金の過払いがない

ように、町役場の税務課まで「家屋滅失届出書」を提

出してください。この書

類は、税務課の窓口に

来ていただければ、そ

の場で書けます（印鑑

のみご持参ください）。

後日、調査補助員が現

地を調査いたします。
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ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
、フ
ォ
ー
ク
リ

　
　
　
　

フ
ト（
軽
自
動
車
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の

　
　
　
　

を
除
き
ま
す
。）、大
型
特
殊
自
動
車
等

【
娯
楽
業
】パ
チ
ン
コ
器
、パ
チ
ン
コ
器
取
付
台
、ゲ
ー
ム
機
、

　
　
　
　

両
替
機
、カ
ラ
オ
ケ
機
器
、ボ
ー
ト
、遊
覧
船
等

【
飲
食
店
業
】テ
ー
ブ
ル
、椅
子
、厨
房
用
具
、冷
凍
冷
蔵
庫
等

【
小
売
業
】陳
列
棚
・
陳
列
ケ
ー
ス（
冷
凍
機
又
は
冷
蔵
機
付

　
　
　
　

き
も
含
み
ま
す
。）等

【
不
動
産
貸
付
業
】受
変
電
設
備
、発
電
機
設
備
、蓄
電
池
設

　
　
　
　
　
　
　

備
、中
央
監
視
設
備
、門
・
塀
・
緑
化
施
設

　
　
　
　
　
　
　

等
の
外
構
工
事
、駐
車
場
等
の
舗
装
等

【
理
容
・
美
容
業
】理
容
・
美
容
椅
子
、洗
面
設
備
、消
毒
殺
菌

　
　
　
　
　
　
　
機
、サ
イ
ン
ポ
ー
ル
等

　

こ
れ
ら
は
例
と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
す
。取
扱
い
は
地
方

税
法
３
４
１
条
に
基
づ
く
も
の
で
す
。申
告
で
は
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。（
町
役
場
税
務
課 

資
産
税
第
二
係
）


